
 

レセ電通信歯 2020004 号 

令 和 2 年 4 月 8 日 

 

レセプト電算処理歯科システム関係メーカー等 各位 

 

支 払 基 金 シ ス テ ム 部  

国 保 中 央 会 医 療 保険 部  

 

 

診療報酬改定に伴う記録方法等について 

 

令和 2 年度診療（調剤）報酬改定等に伴う記録方法等について、下記の事例を参考に電子

レセプトを作成されますようお願いします。 

 

記 

 

１ コメントの記録方法について 

⑴ コメントパターン２０（定型文言） 

コメントパターン２０は定型のコメント文の設定のみとなります。フリーコメントは

記録できませんのでご留意願います。（参考：レセ電通信歯 30005号） 

 

 ⑵ コメントパターン３０（定型文言＋フリーコメント又は歯式コード） 

  例）歯冠修復物又は欠損補綴物の除去の「除去部位」及び「除去した歯冠修復・補綴物の

種類」を記録する場合 

ア 部位を歯式コードで記録する場合 

●ＣＳＶの記録 

CO,99,1,830100386,,101500,,,,, 

CO,99,1,830100387,ＦＭＣ,,,,,, 

●レセプトの表示 

99
摘 
 
要 

  
99 

 
01 
 
02 

【摘要】 
５│ 
─┘除去部位； 
除去した歯冠修復・補綴物の種類；ＦＭＣ 

  イ 部位をコメントで記録する場合 

●ＣＳＶの記録 

CO,99,1,830100386,右上５番,,,,,, 

CO,99,1,830100387,ＦＭＣ,,,,,, 

 



 

●レセプトの表示 

99
摘 
 
要 

  
99 

 
01 
02 

【摘要】 
除去部位；右上５番 
除去した歯冠修復・補綴物の種類；ＦＭＣ 

ウ コメントと歯式コードを併せて記録する場合 

●ＣＳＶの記録 

CO,99,1,830100387,ＦＭＣ,101500,,,,, 

●レセプトの表示 

99
摘 
 
要 

  
99 

 
01 
 
 

【摘要】 
５│ 
─┘除去した歯冠修復・補綴物の種類；ＦＭＣ 

エ 注意点 

フリーコメント部分は 400 バイト 200 文字であり、それを超える場合は 810000001

のコード（フリーコメント）で記録願います。 

●ＣＳＶの記録 

CO,99,1,8301xxxxx,（２００文字のフリーコメント）,,,,,, 

CO,99,1,810000001,（２００文字のフリーコメントの続き）,,,,,, 

 

⑶ コメントパターン４２（コメントパターン５０及び５１以外の数値情報を記録） 

   レセ電通信歯 2020002を参照願います。 

 

⑷ コメントパターン５０（年月日情報を記録） 

例）機械的歯面清掃処置の前回実施年月日を記録する場合 

●ＣＳＶの記録 

CO,99,1,850100346,５０２０５１１,,,,,, 

●レセプトの表示 

99
摘 
 
要 

 99 
99 

01 
01 

【摘要】 
歯清前回実施年月日；令和 ２年 ５月１１日 

※ 年月日情報を GYYMMDD形式（全角数字）で記録する。 

 

⑸ コメントパターン５１（時刻情報を記録） 

例）時間外緊急院内画像診断加算の撮影開始日時を記録する場合 

●ＣＳＶの記録（午後の時刻） 

CO,99,1,850100330,５０２０４１１,,,,,, 

CO,99,1,851100030,２３０５,,,,,, 

 

 



 

●レセプトの表示 

99
摘 
 
要 

  
99 

 
01 
02 

【摘要】 
時間外緊急院内画像診断加算撮影開始日；令和 ２年 ４月１
１日 
時間外緊急院内画像診断加算撮影開始時刻；２３時 ５分 

※ 時刻情報を 24時間（HHMM形式）で記録する。 

 

２ 記載要領の別表Ⅰの変更に伴う記録方法の変更について 

I030 機械的歯面清掃処置の「レセプト電算処理システム用コード」欄から「レセプト共

通レコード「患者の状態 001」」が削除されたため、今後は、レセプト電算処理システム用

コードで記録願います。 

 ⑴ 誤った記録 

●ＣＳＶの記録 

RE,1,3112,50204,基金 太郎,1,3500614,,,5020411,1,,,,,,,,,,,,,,,, 001  

   ●レセプトの表示 

99
摘 
 
要 

  
 
 
 

【患者の状態】 
００１：妊婦 

 ⑵ 正しい記録 

●ＣＳＶの記録 

CO,99,1,820100348,,,,,,, 

●レセプトの表示 

99
摘 
要 

  
99 

 
01 

【摘要】 
妊婦 

 

３ 新規コメントコードの経過措置について 

診療報酬請求書等の記載要領の別表Ⅰに新規に掲載されたレセプト電算処理システム用

コードについて、令和 2年 10月診療分以降、該当するコードを選択することとされてい

ますが、令和 2年 4月診療分からの経過措置期間は、コメントマスターのコメント文の文

字数により記録可能な診療年月が異なりますのでご留意願います。 

コメント文の文字数 記録可能な診療年月 

32文字以内 令和 2年 4月診療分～ 

32文字超え 令和 2年 7月診療分～ 

  ※コメントマスターの変更年月日で判断願います。 

 


